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令和２年職員の給与に関する報告及び勧告の概要

令和２年11月16日

徳島県人事委員会

【報告及び勧告のポイント】

○ 月例給の改定なし

１ 月例給について，民間給与との較差（△0.03％）が極めて小さいため，

改定なし（７年ぶり）

２ 「特定獣医師職給料表」を新設

１ 職種別民間給与実態調査

企業規模50人以上，かつ，事業所規模50人以上の県内の243民間事業所の中から無

作為に抽出した106事業所のうち，月例給については，89事業所の協力を得て調査を

実施

２ 月例給について

⑴ 職員給与と民間給与との比較

＜月例給＞

職員（行政職）と民間事業所の従業員について，役職・年齢・学歴が同じ者

同士の４月分の給与の比較

公民比較 公民較差

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較差額（Ａ－Ｂ） 較差率(Ａ－Ｂ)/Ｂ

367,901円 368,017円 △116円 △0.03％

(注) 「職員給与」は，民間事業所の従業員と給与比較することができた行政職給料表適用者

の平均給与

⑵ 改定の方針

公民較差が極めて小さく，給料表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であ

ることから，改定を行わない。

３ その他の課題

⑴ 「特定獣医師職給料表」の新設

公務員獣医師の安定確保を図るため，「特定獣医師職給料表」を新設し，保健所

等に勤務する獣医師に適用

⑵ 改定の実施時期

令和３年４月１日から実施
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＜参考資料１＞

人事委員会勧告の仕組み

◇ 人事委員会の給与勧告制度

公務員は，労働基本権が制約され，民間企業のように労使交渉によって給与を決定する
ことができない。このため，その代償措置として，地方公務員法により人事委員会の給与勧
告の制度が設けられている。
この給与勧告は，県職員の給与が社会一般の情勢に適応したものになるよう，国及び他

の地方公共団体の職員の給与や民間の給与などとバランスがとれたものとすることを基本
に行っている。

◇ 給与勧告の流れ

民間給与の調査（職種別民間給与実態調査） 県職員給与の調査

人事院と合同で企業規模50人以上かつ事業所規模50人 全職員（11,670人）を
以上の県内事業所から対象を無作為に抽出して実施 対象に実施
（令和２年は243事業所のうち，106事業所が対象） ※企業職員・技能労務職員を除く。

【主な調査内容】

給与改定や 前年８月から 民間給与 県職員の給与
諸手当の支 当年７月まで
給等の状況 のボーナスの 事務 ・技術関係従業 行政職の職員の

支給状況 員 の ４ 月 分 給 与 の ４ 月 分 給 与 の
実支給額 実支給額

県職員の年間 仕事の種類，役職段階，学歴，年齢が同じ
支 給 月 数 と とみなされるもの同士の平均給与支給額
比較 をラスパイレス方式で比較

各都道府県の 情勢適応の原則に則り 人事院の

動向等 給料表・諸手当の改定内容を決定 勧告

人事委員会勧告

知 事 給与条例改正案を提出 県 議 会
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＜参考資料２＞

ラスパイレス方式による公民比較の仕組み

◇ ラスパイレス方式（県職員給与と民間給与との比較方法）とは

個々の県職員に仕事の種類，役職段階，学歴，年齢が同じとみなされる民間の従業員
の給与が支払われたとした場合に必要となる給与総額（Ｂ）と現に支払われている給与総
額（Ａ）を比較し，どの程度の差があるかを算出する。
具体的には，県職員の平均給与とこれと条件が同じとみなされる民間従業員の平均給

与のそれぞれに県職員の数を乗じた総額を算出し，この平均をとった上で比較する。

◇ 比較方法

○仕事の種類，役職段階，学歴，年齢が同じとみなされるもの同士の平均給与額を比較
比較例

県職員 民間従業員

行政職 大学卒・25歳 比較 事務・技術 大学卒・25歳

係 員 平均○○○○○○円 係 員 平均△△△△△△円

◇ ラスパイレス方式による較差算出
【比較例：企業規模500人以上の民間事業所の場合】

県職員に支給されている給与総額(Ａ) 県職員に民間給与を支給した場合の給与総額(Ｂ)

県職員(学歴・年齢別) 民間(学歴・年齢別)

１級 平均給与×県職員数 係 員 平均給与×県職員数

県職員(学歴・年齢別) 民間(学歴・年齢別)

２級 平均給与×県職員数 主 任 平均給与×県職員数

県職員(学歴・年齢別) 民間(学歴・年齢別)

３級・４級 平均給与×県職員数 係 長 平均給与×県職員数

県職員(学歴・年齢別) 民間(学歴・年齢別)

５級・６級 平均給与×県職員数 課長代理 平均給与×県職員数

県職員(学歴・年齢別) 民間(学歴・年齢別)

７級・８級 平均給与×県職員数 課 長 平均給与×県職員数

県職員(学歴・年齢別) 部次長 民間(学歴・年齢別)

９級 平均給与×県職員数 部 長 平均給与×県職員数

支店長

上記の総額(Ａ)÷県職員総数＝(ａ) 上記の総額(Ｂ)÷県職員総数＝(ｂ)
比較

公民較差（県職員給与と民間給与との較差）＝(ｂ) - (ａ)


